




















































































































































































樹冠も重なり合っているものがみられた。その上，同一株および隣

接株から発生した林木聞の間隔や，それらの林木が形成する樹冠の

平面的な大きさは'不均等 であった。さらに，全林木についても上層

木についても，林齢が増加するにつれて不良樹冠(過弱，偏侍のも

の)の本数割合は高くなっており，通直樹幹の本数割合は林齢 10 "-' 

15年生および 20"-'25年生の両時期にやや増大し，林齢 15"-'20年生

に減少した。樹幹の欠点(不定芽および小枝の著しい着生，顕著な

枝痕)を有する林木の本数割合は， 20年生以降に高くなる傾向がみ

られた。

以上のように，未間伐のシラカンパ天然生林は，林齢 10"-'25年生

までに，各成立木の成長環境(樹冠の成長空間や受光量など)は大

きく変わることがなかった 。 加 え て ， 自 然 間 引 き だ け で は 残 存 木の

肥大成長を十分に促進できないばかりか，形質さえも十分に高めら

れないことから，将来の用材としての形質と利用率の点から十分な

生産性が期待できないといえよう。したがって，残存木の形質向上

と直径成長を促進するためには，それに適合する具体的な間伐手法

を採り い れ る 必 要 が あ る と考えられる。
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第 6章 総合的考察

中 国内モンゴルのシラカンパは，成長過程や更新様式などの生育

特性は日本のそれと比べて基本的に大きく異なるものではない。し

か し 調査地である林場地域では更新様式として萌芽更新が主力であ

った。 この点は持筆しておく必要がある。また日本のシラカンパ林

の間伐技術は中国内モンゴ ル の そ れ に 比 べ る と ， 間 伐 時 期 を 決 め る

方法に おいて林木の成長状況によって決めるなど，基本的類似点が

多かったが，選木方法と間伐率の決定方法は異なっている。すなわ

ち，間伐木を決める際には日本では林木の成長と形質の両方に配慮

している場合が多く，中国内モンゴルにおいては林木の形質より樹

高成長を重視している。間伐率は， 日本 で は 立 て 木 の 成 長 の 促 進 お

よび形質の向上を考慮してから決められ，中国内モンゴノレでは間伐

前・後 の樹冠閉鎖度の差(林木の成長)によって決定される。その

ため，林分の質的向上を企 図した場合， 日本の多様な樹形級区分法

が示唆に富んだものとして大いに参考になると思われる。

一方，間伐の推進条件を 把 握 す る た め ， 林 場 経 営 お よ び 間 伐 技 術

の歴史的展開の分析を行った。その結果，新中国成立後の 1956年

に 陰山山地のシラカンパ林は個人有林から国有林への所管控えが行

われ， 1958年 に 陰 山 山 地 のシラカンバ林区域で国有林場が設置され

た。林場は 1958̂'-1964年に主に森林資源、の精査，営林区の区分，

林場 事務室の建設などを行い， 1965年から大規模な森林施業を開始

した。

1960̂'-1997年，林場は「統括収支」経営方式 (1960-----1984年)， 
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「過渡」経営方式 (1985"-'1990年)， r自主 j 経営方式 (1991"-'1997 

年)を順次採用した。「統括収支 j および「過渡 j 経営方式の 2 時

期では，国は林場経営に必要な費用を予算化したため，林場は安

定的経営活動を展開できた。しかし「自主」経営方式時期には，林

場は独 立 採 算 制 企 業 と さ れ，国は拡大造林費のみの配分にとどまり，

林場 は主にシラカンパ林の木材の販売収入によって経営を行わざる

を得なくなった。職員給与の上昇にともなって，林場の経営は厳し

い状況に追い込まれ， 1994年 以 降 の 4年間，不安定な経営活動を

強いられたため，経営上不利となる非採算の要間伐林分は見送られた。

集中的計画経済時期であ っ た 1960""'1979 年には，蛮漢山地域

の住民はその戸籍を生産大隊に管理され，生産大隊の指定する仕

事に従事しなければならず，自分の労働力を自由に売る権利もな

かった。また林場周辺の生産大隊は積極的に林場の建設・生産事

業を支援したことから，林場の労働力不足は発生しなかった。し

かし農村土地請負制を実施した 1980 年以降，農民は他地域への

転居や自らの労働力を自由 に 決 め ら れ る よ う に な っ た 。 加 え て ，

中 国 全土の農村部や都市・町部における住民の年平均純収入に比

べ る と蛮漢山地域の経済的格差が拡大してきていた。これによっ

て，蛮漢山地域の若手を中 心 と す る 人 口 流 出 が 続 き ， 老 齢 化 が 進

んで， 1991""' 1997 年の間伐時期(11 月から翌年の 3月まで)に

は林場周辺の農民労働力が不足し，翌春の農作業時期まで間伐作

業が長引く事態も生じた。

禁伐前 の 1960"-'1997年の間伐技術に関しては，第 l期間伐方

針 期 (1957""'1978年)の間伐技術は第 2期間伐方針期 (1979"-'1997 
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年)の そ れ と 比 べ て ， 樹 冠閉鎖時から主伐時 (30"-'40年生)まで

の間伐回数(第 l期では 4回，第 2期では 2回 ) が 多 く ， 間 伐 の

間隔期間は短くかっ間伐率 も 低 か っ た た め ， 残 存 木 の 通 直 性 ， 単

幹長( 枝下高)を高めることに有利であった。しかし第 1期と第

2 期の両時期を通して，密度の高い樹冠閉鎖度を基準とし，同時

に五級木区分法による下層間伐法を採用していたため，上層木の

肥 大 成長を十分に促進できず，形質不良(樹冠形では過弱・偏侍

のもの，樹幹形では小曲・大曲のものなど)な上層木が残される

など，残存木の大径化，良 質 化 に 不 利 で あ っ た 。 ま た こ の 間 伐 法

によって生産された材は， 薪 炭 材 と し て の 利 用 率 が 4"-' 8割であ

り，ほとんどの用材は農具 用材(柄・竿など)であった。

以上のことより， 1960"-' 1997年の林場経営とシラカンパ林の間

伐技術 の問題点は以下のと おり整理できる。

①「自主 J 経営方式の下では，職員給与の上昇にともなって不安定な

経営活動を強いられたため，経営上不利となる非採算の要間伐林分は見

送られた。その結果，こうした林分の公益的機能の充実と将来的な

用材利用率の向上が十分に 実 現 で き な い と 考 え ら れ る 。 さ ら に 住

民の若手流出および老齢化が進み，林場周辺の労働力のみを採用

することは，必要とする間伐 時 期 の 間 伐 作 業 を 困 難 に し た 。

②ここでの弱度多間伐体系は残存木の形質の向上に有利であるが，

樹冠閉鎖度のみで間伐率を決める方法および五級木区分法による

下層間伐法は，間伐後に林分 の 健 全 性 の 向 上 が 十 分 に 図 れ ず ， 将

来的な 用 材 利 用 率 の 向 上 に限界があるという欠点を持つ。

現在の 25年生以下の未間伐シラカンパ林において，林齢 10 '"'"' 25 
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年生までに，各成立木の成長環境(樹冠の成長空間や受光量など)

は大きく変わることがなかった。加えて，自然間引きだけでは残存

木の肥大成長を十分に促進できないばかりか，形質さえも十分に高

められないことから，将来の用材としての形質と利用率の点から十

分な利用面での向上が期待できないといえよう。したがって，残存

木の形質向上と直径成長を促進するためには，それに適合する具体

的な間伐手法を採りいれる必要があると考えられる。

また前述のように，中国では天然生シラカンパ林の間伐方針にお

いて，樹冠閉鎖時から主伐時までに透光伐と生長伐を順次行い，こ

れらの間伐前の樹冠閉鎖度は 70%以上，間伐後は 50%以上であ

ると規定している。この基準にしたがえば，調査プロット 1， 2， 

3および 4の樹冠閉鎖度はそれぞれ 31%，53%， 40%および 44%

で，いずれの林分において も 間 伐 を 実 施 し な い こ と に な る 。 し か

し，前述のように，この 4プロットのいずれにおいても，同一株か

ら発生した林木の樹冠がほとんど重なり合っていることなどから，

立て木(将来の収穫対象木，優勢かっ形質の比較的よい木)の直径

成長の促進や形質の向上を期待するためには，立て木における肥大

成長の促進，および形質を向上させる間伐の実施が望ましいといえ

る。また広葉樹林の間伐において，間伐前・後の樹冠閉鎖度の差の

みで間伐率を決める場合，立て木の一部は十分な肥大成長促進が

できなかったり，枝下に後生枝が発生したりすることがある。例

えば，間伐前・後の樹冠閉鎖度の差のみによる本数間伐率が，立

て木の成長の促進およびその枝下に後生枝の発生を防ぐために

必要な本数間伐率と比べて小さい場合，間伐後に立て木の一部は
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周囲の林木の一部によって成長を阻害される。逆に大きい場合，

間伐後に後生枝の発生を抑える副木(劣勢木)の一部が伐採され

るため，立て木の一部は枝下に後生枝が発生する。よって，萌芽

更新によって成立したシラカンパ林に対して，樹冠閉鎖度のみで間

伐の陶始 時期 や間 伐率 を決めることは不適当であるといえよう。

そこで，前述の 1960'"'"'1997年の林場における経営上の問題点，シ

ラカンパ林の開伐技術の利点・問題点，および現在の 10'"'"'25年生の

未間伐シラカンパ林の実態に基づいて，木材生産を考慮、して，林場

の萌芽生のシラカンパ林にお け る 間 伐 の あ り 方 ( 選 木 と 間 伐 方 法 ，

間伐時期および間伐率)およびそれを支える経営条件を検討すると

以下のとおりとなる。

1.間伐のあり方

①選木と間伐方法

一斉に成立した広葉樹二次林は径級に幅があっても樹齢がほぼ

同じである。このような林分では中・下層木を保育しても肥大効果

はあまり期待できないので，上層にある優勢で通直な木を立て木と

して残し，立て木の成長を阻害している個体(優勢木と劣勢木を含

む)を伐るべきである(17)。また日本での 1975年以降の試験結果

によると，用材生産のための広葉樹林の間伐では，中，下層木中心

の間伐であるために，収穫目的木の成長促進には効果がでていない

ケースがあること，また形質の悪い優勢木を除去した場合，後生枝

の発生を抑える役割のある副木も同時に間伐し，後生枝の発生を招

いているケースがある(21) と指摘されている。加えて，前述のよ

うに，林木の形質より樹高成長を重視する中国の五級木区分法によ
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る下層間伐法は，萌芽生のシラカンパ林に対して残存木の大径化と

良質化に不利である。これらによって，萌芽生のシラカンパ林を間

伐する場合，その保育対象は 優 勢 木 ( 上 層 木 ) で な け れ ば な ら な い 。

l 回目間伐の選木と間伐方法は，優勢木の中で相対的に形質がよく

将来収穫の対象とみなされる個体(立て木)が適正位置に配置され

るように残し，その成長にマイナスの影響を与える個体を間伐の対

象とする。また立て木の枝下の後生枝の発生を防ぐために，立て木

の成長に影響を与えない劣勢木を伐らないで残す。 2 回目以降の間

伐の選木と間伐方法は， 1 回目間伐のそれとほぼ同じであり，立て

木は前回間伐に残された立て木の中から選択されるべきである。

なお，上記の萌芽生のシラカンパ林における l回目間伐の選木と

間伐方法を具体的にいえば，以下のとおりとなると考えられる。林

分の平均樹高以上の林木を優勢木，平均樹高より低い林木を劣勢木

として，立て木は伐根ごと に発 生し た優 勢木 の中 から 選択 する 。ま

た立て木は，第一に幹の通直性の高いことが望ましく，前述のよう

に大橋式樹形級区分法を用いれば，立て木の優先順位は通直木，小

曲木，大曲木，分岐木である。第二に，枝下高が高く，胸高直径が

大きいことが求められる。なお，立て木は，他の周辺の立て木の成

長にマイナスの影響を与えないようにし，立て木の成長を阻害する

林木を間伐木として除去する。また立て木の枝下の後生枝の発生を

防ぐための劣勢木を伐らないで残すようにする。加えて， 1伐根か

ら発生した優勢木の中から選択する立て木の本数は，それら優勢木

の本数，形質(樹幹形や樹冠形など)および樹冠の重なり合いなど

を考慮して決定すべきであろう。
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②間伐時期

前述のように，林齢 10-----25 年生の林分において，上層木(優勢

木)のうち不良樹冠(過弱，偏情のもの)の本数割合は， 10年生林

分では 24%， 15年生林分では 49%であ り ， し か も 林 齢 の 増 加 と と

もに高くなる傾向が認められた。また通直樹幹の本数割合は，林齢

10-----15年生および 20-----25年生の両時期に増大し，林齢 15-----20年生

に減少 した 。さ らに 20年生の林分では樹幹の欠点(不定芽および小

枝の著しい着生，顕著な枝痕)を有する上層木がみられた。その上，

20年生以降，林齢の増加にともなって上層木のうち不定芽および小

枝の著 しい 着生 を有 する 林木，および顕著な枝痕を有する林木の本

数割合がそれぞれ高くなった。これらによって，柱または桁を生産

目標とする場合，萌芽生のシラカンパ林に対して早めに立て木の選

択および直径成長を促進させる間伐が必要となる。そのためには l

回目の間伐を同一伐根から発生した林木が樹冠閉鎖を迎えた時期

(例えば 7-----8 年生頃)に開始することが望ましく，遅くとも林齢

15年生頃までに実施すべきである。 2回目以降の間伐時期は，前回

間伐時期に残された立て木の樹冠が周囲林木の樹冠と重なり合って

いる状況などを見て決められるべきである。

③間伐率

広葉樹林施業においては，密度管理を中心にして通直で枝下高

の高い木を育てるとともに，そのようにして獲得した立て木(収

穫対象木)の枝下高部分に後生枝を発生させない管理をしていく

ことが重要である。そのためには副木を大切にして，立て木と残

存された副木をセットに考 え る 必 要 が あ る 。 被 圧 に よ っ て 副 木 を
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失った後の間伐は，手遅れ林分(間伐すべき時機をのがした林分)

の間伐ということであり，間伐は副木を失う前にできるだけ頻繁

に行っていく(22) ことが肝要である。また前述のように，同じ

樹種と林齢の広葉樹林において，立木密度が高い林分は立木密度

が低い林分より，通直樹幹の本数割合と平均枝下高率が高い。こ

れらによって，萌芽生のシラカンバ林において立て木の形質(無

節性，通直性および枝下高)を向上するためには，同一伐根から

発生した林木が樹冠閉鎖したあとに弱度多間伐で実施すること

が望ましい。間伐率は，立て木の必要な成長空間の確保，形質の向

上を考慮して決定すべきであろう。

ここで前述の萌芽生のシラカンパ林(プロット 1， 2) に対して，

上記の選木と間伐方法，間伐率にしたがって予想間伐を行うことに

する。プロット lの間伐木のすべては上層木であり，プロット 2で

は間伐木のほとんどは上層木である。 l 回目の本数間伐率はプロッ

ト lでは 18.1 % ，プロット 2では 15.5%である。プロット 1， 2に

おいて，予想、間伐後の樹冠投影図を図 6- 1に，予想間伐前後の樹形

級を図 6-2と図 6- 3に示した。

図 5-3のプロット 1，2お よ び 図 6- 1に示すように，プロット 1，

2 のいずれにおいても，間伐前より間伐後は樹冠の厳しく重なり合

っている箇所が少なくなった 。 ま た プ ロ ッ ト 1，2のいずれにおいて

も，全林木についても上層木についても，間伐前より間伐後の整形

樹冠の本数割合は高くなった(図 6- 2)。樹幹形(図 6- 3) をみて

も，同じ傾向がみられ，すなわち，間伐前より間伐後は通直樹幹の

本数割合が上昇した。
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の普通

1 0年生(プロット 1.面積 :15m*15m)

1 5年生(プロット 2.面積:20m * 20m) 

図 6ー 1 予想 間伐後の樹冠投影図
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図 6ー 2 予想間伐前後の樹形級(樹冠形)
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2. 経営条件

間伐前 間伐後 間伐前 間伐後

10年生 15年生

樹幹形(全林木)

間伐前 間伐後 間伐前 間伐後

10年生 15年生

樹幹形(上層木)

口通直 園小曲 -大曲

図 6-3 予想間伐前後の樹形級(樹幹形)

前述のように， ["統括収支」経営方式時期 (1960'"'"'1984年)では，

国は林場経営に必要な費用を予算化したため，林場は安定的経営

活動を展開できた。「自主 J 経営方式時期 (1991'"'"'1997年)には，
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林 場は独立採算制企業とされ，国は拡大造林費のみの配分にとどま

り，林場は主にシラカンパ林の木材の販売収入によって経営を行わ

ざるを 得なくなった。林場の独自収入が最低事業費(職員の給与や

育 林 費など)より少ない場合には，不安定な経営活動を強いられた

ため経営上不利となる非採算の要間伐林分は見送られた。これらに

よって，今後において林場 は シ ラ カ ン パ 天 然 生 林 に お け る 水 源 か ん

養など の 公 益 的 機 能 の 維 持または向上，用材としての利用率の上昇，

および予定どおりの経営活動の展開を確実に実施するという点から，

最低事業費を確保しなければならない。

なお，前述のように，他地域からの労働者と比べて林場周辺の農

民労働者は，伐採作業の生産性が高く，日給は安かったため，林場

は伐採作業に採用する労働者の多くを周辺農民に限定した。加え

て，農村土地請負制を導入した 1980 年以降，蛮漢山地域の住民の

年平均純収入は増加した傾向を示すが，中国全土の農村部や都市・

町部の 平均値に比べると経済的格差は拡大した。こうした収入の格

差ば特に 1985年以降，蛮漢山地域の住民(農民)の若手流出をもた

らし， 2000年の林場周辺の人口は 1980年に比べて 40%以下にまで

減少するとともに， 50歳以上の割合が 70%以上と高齢化が進んだ。

その結果， 1991'" 1997年では， 11月から翌年の 3月までの間伐期

間 で行われる間伐作業に必要 な 労 働 力 ( 約 150人程度)に比べて，

林場周 辺の農民労働力の不足が発生し，集材や跡地の整理などの

間 伐 作業が終わらず，翌春の農作業時期まで間伐作業が長引く例

が 見 られるようになった。このことは，翌春の植林や保育作業な

どに必要な労働力の確保にも困難をきたした。
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ここで禁伐後の 2011年以降の林場における間伐作業に従事する

労働者 の 出 所 を 検 討 す る ことにする。 2000年と比べて 2011年の蛮

漢山地域で は， さら に人 口は減少し，高齢化は進んで，経済的格差

は拡大した(67)。また蛮漢山地域の地理状況(当地・域は山地面積

の割合が 80%を占める山間部であるため，農地面積は少なし、)，自

然条件(年平均降水量は約 400mmであるなど)および現在の主要

産業(牧 畜 業 ， 農 業 ) な どを考慮すると， 2011年以降の一定時期に

おいても，蛮漢山地域では住民の平均純収入は中国全土の農村部や

都市・町部のそれとの差が大きくなるため，他地域からの転居人口

はなく，本地域の人口は増加する見込みがないと予想される。しか

し，林場の事務室の西北，距離は約 60kmのフフホト市の都市部で

は， 1980年以降中国の農村部からの転居人口が増えたなど，人口は

年々増 え つ つ あ り ， 2011年の人口は約 200万人と 1980年のそれの

5倍になった。フフホト市労 働 局 に 対 し て 行 っ た 聞 き 取 り に よ る と ，

2004年からの冬期(11月から翌年の 3月まで)において，フフホ

ト市の都 市 部 に 住 ん で い る住民のうち 2万人以上の労働者(主に中

国の農村部からの転居住民，年齢 20""'50歳)は就労できていない

状態であった。これらの労働者はフフホト市などの中国北部の都市

で 4月から 10月までのみの仕事(例えば，建築業など)に従事し

ていた。なお，これまでの中国における多くの地域，特に北部の地

域では労働者の人数は当地域の仕事に必要な労働者の人数より多く，

この状況は今後の一定時期においても続いている(24) と 考えられ

る。加えて，林場は内モンゴル農業大学の学生実習基地として， 2009 

年に 300 人が住める宿舎 を 建 設 し た 。 し た が っ て ， 林 場 は ， 2011 
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年以降 の 間 伐 作 業 を 実 施 するならば，当地域の労働者の採用に加え，

これらの労働者の一部を採用し，またそれらに対し間伐前に間伐の

理念・ 方法および伐採技術の教育・訓練を実施することで，必要

とする間伐時期(11月から翌年の 3月まで)の間伐作業に対して貢

献 す るものと考えられる。
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結言

本研究は持続的な森林経営を追求しつつ，立て木の直径成長の促

進および良質化を目指して， 2011年以降のシラカンパ天然生林の間

伐技術およびそれを支える経営条件を提示することを目的として，

林場の経営実態 (1960-----1997年)，間伐実態 (1960-----1997) および

現在の未間伐シラカンパ天然生林 (10-----25年生)の構造を分析した

ものである。

その結果，前章でも指摘したように，独立採算制を採用した林場

経営は，職員給与の上昇にともなって不安定な経営活動を強いられたため，

経営上不利となる非採算の要間伐林分は見送られた。また住民の若手流

出および老齢化が進み，林場周辺の労働力のみを採用することは，

必要とする間伐時期の間伐作業を困難にした。 1960-----1997年の間

伐技術に関しては，樹冠閉鎖度のみで間伐時期および間伐率を決

定し，また五級木区分法に よ る 下 層 間 伐 法 を 採 用 し た た め ， 残 存

木の良質化と大径化に不利であった。現在の 10， 15， 20， 25年生

未間伐林分のいずれにおいても，同一株から発生した林木の樹冠が

ほとんど重なり合っており，隣接する株同士の樹冠も重なり合って

いることが読み取れた。また 10-----25 年生 未 間 伐 林 分 の 優 勢 木 ( 上

層木)において，林齢の増加にしたがって不良樹冠の本数割合が高

くなっており，通直樹幹の本数割合は林齢 10-----15年生および 20-----

25年生の両時期にやや増大し，林齢 15-----20年生に減少した。 20年

生以降は樹幹の欠点を持つ林木の本数割合も高くなっている。この

ため，現在において，間伐事業を再開する 2011 年以降の間伐技術
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およびそれを支える経営条件の検討が必要である。そのために過去

の林場におけるシラカンパ林経営の歴史の中で，採用した間伐技術

およびそれを支える経営条件を再評価した。加えて，現在の当地域

における 10""'25年生未間伐シラカンパ林の実態を解明することは

今日的に 再編 する 禁伐 後の陰山山地のシラカンパ林における間伐技

術および それ を支 える 経営条件にとって重要と考えられる。木材生

産を考慮すると， 2011年以降の間伐技術およびそれを支える経営条

件は以下のとおりとなる。

1 .間伐技術

①従来の 林木 の形 質よ り樹高成長を重視する五級木区分法による下

層間 伐 f去を採用するのではなく，林木の形質と成長の両方を考慮

した樹形級区分法，および全層にわたって立て木(将来の収穫対

象木)の成長にマイナスの影響を与える林木を除去する間伐法を

採るのが望ましい。 1 回目間伐の選木法は優勢木の中で相対的に

形質がよい木を立て木とし，立て木の枝下に後生枝の発生を防ぐ

ための 劣 勢 木 を 残 す 。 2回目以降の間伐の選木は， 1回目間伐のそ

れとほぼ同じであり，立 て 木 は 前 回 間 伐 時 期 に 残 さ れ た 立 て 木 の

中から選択されるべきである。

② 1回目間伐は 8年生程度で行うことが望ましく，遅くとも林齢 15

年生頃までに実施すべきと考えられる。 2 回目以降の間伐の時期

は，前回間伐時期に残された立て木の樹冠が周囲林木の樹冠と重

なり合っている状況などによって決められる。

③弱度多間伐の採用が望ましい。また間伐率を決める際には，立て

木における必要な成長空 間 の 確 保 ， 形 質 の 向 上 を 考 慮 す る こ と が
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求められる。

④今後の間伐においては，間伐時期・間伐率を決める際には樹冠閉

鎖度のみに頼るのではなく，同一株から発生した林木のうち，立

て木の樹冠がほかの林木 (上層木と下層木を含む)の樹冠と重な

り合っている状況などの定性的要素も考慮した間伐方法に改善す

べきであろう。

2 .経営条件

①禁伐前の 1991""'"'1997年の林場では，最低事業費が満たせなかっ

た場合には経営上不利と なる非採算の要間伐林分は見送られた。

そのため，今後において林場はシラカンパ天然生林における水源

かん養などの公益的機能の維持または向上，用材としての利用率

の上昇，および予定どおりの経営活動の展開を確実に実施すると

いう点から，最低事業費を確保しなければならない。

② 1985""'"' 2010 年の蛮漢山地域において，人口は減り，高齢化が進

んだ。その結果， 1991""'"' 1997年では， 11月から翌年の 3月まで

の間伐期間に必要な労働 力に 比べ て林 場周 辺の 農民 労働 力の 不

足が発生した。その後，天然林の禁伐政策 (1998-----2010 年)の

採 用により，労働力が抑え ら れ た が ， 再 び 2011 年以降，木材収

穫が可能になったことから，必要な労働力を確保しなければなら

ない。 しかしながら，蛮漢山地域の人口は増加する見込みが極め

て低 く ， 加 え て ， 他 地域からの臨時的に雇用する労働者は伐採

技術 を 有 し て い な い ために，その生産力は低位である。したが

って，今後において，林場は間伐作業を実施するならば，周辺

の農 民労働者の採用に加え，域外労働者の採用の必要性も考慮
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しなければならない状況にあるが，その際，間伐の理念・方法

および伐採技術の教育・訓練を実施することが必要である。
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注

* 1 中 国 で は 樹 種 の 成 長・成熟の早く，中等，遅い lによって順次

に早生樹種，中生樹種，晩生樹種という区分が行われ，早生樹

種，中生樹種，晩生樹種の l齢級期の年数はそれぞれ 5， 10， 

20年と設定されている。シラカンパは中生樹種に属し， 1齢級

期は 10年である。

* 2 相対湿度は，通常，大気中に実際に含まれている水蒸気の量と，

その大気がその温度で含み得る最大限の水蒸気の量との比を百

分率で表す。

* 3 陰 山 山 地 は 半 乾 燥 地域であるため，シラカンパ林は主に湿度が

比較的高いところに分布しており，分布の形が塊である。ひと

塊のシラカンパ林の面積は多くの場合には 10ha以下であり，そ

の周辺に潅木林が生えている。 10ha以上の塊状のシラカンパ林

(長さは 1，000m以内)の周辺にも潅木林が生えている。

* 4 樹冠閉鎖度(うっ閉度)は，林地面積に対するクローネ投

影面積の占める比率をいう。計算方法としては，概ね 20 rrf 

の森林の区域にかかわ る ク ロ ー ネ 投 影 面 積 を 当 該 区 域 の 面

積で除して算出される。

* 5 中国において 1949年 10月に中国共産党は中国国民党から

政権を奪った。 1949年 10月以降の中国は新中国と呼び，そ

れより前の中国は旧中国と呼ぶ。

* 6 農村土地請負制は，生産隊という集団に属する農田を均等

に配分して，その生産隊の農家に農産物生産を請負わせる制
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度である。

* 7 旗は内モンゴル地域の行政管理組織で，レベルが県と閉じ

で， 日本の市と相当する。内モンゴルでは県と旗の違いは，

旗は県より住んでいるモンゴル民族の人が多い。

* 8 生産大隊は，集中的計画経済時期 (1958'""1979 年)の中国

農山村の基層行政管理組織および生産予算単位である。生産

予算単位としては，生産大隊はその管理地域の農地などの経

営権を持った。戸籍を生産大隊に管理された住民はその生産

大隊の指示にしたがっ て 農 業 な ど の 事 業 を 行 い ， こ れ ら 事 業

からの収入はこの生産大隊に属した。また生産大隊の上級行

政管理組織は人民公社であり，人民公社において，予算の配

分を受け，管理および執行する組織の一つが生産大隊であっ

た。

* 9 社会主義市場経済は，中国が導入した経済体制である。社

会主義の理念の下に市場経済を導入し，経済の活性化を図る

と い う 体 制 を 指 す 。市場経済は市場機構(需要と供給)を通

じて需給調節と価格調節が行われる経済のことである。

* 1 0 2種類のシラカンパ林分は，第 1期間伐方針どおりに実施

できた林分と実施できなかった林分を含む。第 1期間伐方針

どおりに実施できた林分は，過去の間伐期において第 l期間

伐方針にしたがって間伐が行われていた林分である。第 1期

間伐方針どおりに実施できなかった林分は，過去の間伐期に

おいて，その間伐種の一部または全部が行われていなかった

林分である。このうち，一部の間伐種が行われていた林分で
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は，それ以前に第 1期間伐方針どおりの間伐が行われていな

かったにもかかわらず，第 1期間伐方針による間伐種別の間

伐前・後の樹冠閉鎖度，および l回間伐前・後の樹冠閉鎖度

の差 0.2以下に基づいて間伐が実施されていた。

* 11 林分の健全性は，林分のうち，林木の成長勢を指す。林分

のうち，不良樹冠(偏侍・過弱のもの)を持つ林木の本数が

多い場合，林分の健全性は悪い。少ないあるいはない場合，

林分の健全性はょいと考えられる。
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